
業務の民間企業等への委託
公共施設の廃止、縮小

職員定数の削減
組織・機構の見直し
職員給与の見直し

情報化による行政事務の効率化
補助金の削減・廃止

各種使用料・手数料の見直し
財政規模の縮小

現在行っている事務・事業の見直し
職員の資質向上

区や公民館などの地域
活動を通じて積極的に
関わりを持っている

地域の清掃や防犯活動
など決まりごとのみ参
加している

あいさつをする程度
で、ほとんど付き合い
がない

全く付き合いがない

※「
市
政
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
、
本
庁
・
企

画
課
企
画
調
整
係
☎
㉓
１
１
１
１
内
線
１
３
１
６
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

取り組んでいる
32％

わからない
33％

積極的に
取り組んでいる
　　　4％

あまり
取り組んでいない

27％

まったく
取り組んでいない

4％

34％

22％

1％

43％

83

223

106

385
226

313
166

54
29

48

197
383

66
338

25
402

83
97

55
126

371
84

310
20

結果報告市 政 に 関 す る ア ン ケ ー ト

（のべ人数）

（のべ人数）
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お年寄りの世話など地域福祉活動
青少年を健やかに育てるための活動
ごみの分別、減量化などの環境活動

子育て支援活動
道路や公園などの地域の清掃活動
まちに緑や花を増やす美化運動
防災訓練や夜間の見回りなど防犯活動

文化、スポーツ活動の指導
文化スポーツなどのイベントの企画・運営
地域の伝統行事、祭りや盆踊りなどの地域のふれあい行事
団体や施設などでのボランティア活動
お住まいの地区振興会の活動や行事

その他
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
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1
行
政
改
革
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
「
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
」「
取

り
組
ん
で
い
る
」
と
回
答
し
た
人
の
割

合
は
36
%
、「
あ
ま
り
取
り
組
ん
で
い

な
い
」「
ま
っ
た
く
取
り
組
ん
で
い
な

い
」
と
の
回
答
が
31
%
で
す
が
、「
わ

か
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
人
が
全
体
の

３
分
の
１
を
占
め
て
お
り
、
行
政
改
革

へ
の
取
組
状
況
の
周
知
が
必
要
で
す
。

2
行
政
改
革
の
重
点
事
項
（
３
項
目
ま

で
回
答
可
）

　

行
政
改
革
の
取
り
組
み
と
し
て
重
点

を
置
く
べ
き
項
目
で
は
、「
職
員
定
数

の
削
減
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
職

員
の
資
質
向
上
」「
職
員
給
与
の
見
直

し
」「
組
織
・
機
構
の
見
直
し
」
と
な

っ
て
い
ま
す
。

2
参
加
経
験
の
あ
る
地
域
活
動
（
複
数

回
答
可
）

　

各
種
の
地
域
活
動
の
う
ち
、
地
域
の

清
掃
活
動
や
ふ
れ
あ
い
行
事
、
環
境
活

動
、
地
区
振
興
会
活
動
に
参
加
し
た
こ

と
が
あ
る
と
い
う
回
答
の
割
合
が
特
に

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
行
政
改
革
に
つ
い
て

1
近
隣
と
の
関
わ
り

　
「
積
極
的
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
」

と
回
答
し
た
人
が
34
％
、「
決
ま
り
ご

と
の
み
参
加
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た

人
が
43
％
で
あ
り
、
約
８
割
の
回
答
者

が
地
域
活
動
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
ま

す
。 　

地
域
活
動
へ
の
参
加

か
か

　「子どもの発達が気になる」「子どもへのかかわり方がわ
からない」「子どもの泣き声がよく聞こえる」など、心配ご
とや不安はありませんか。また、このような悩みを誰に、ど
こに相談したらいいかなど、お困りではありませんか。
　市では、子どもたちが健やかに成長し、家庭や地域で楽し
く子育てができるように、本庁・子育て支援課内に『子ども
総合相談室』を開設しました。
　保健師や心理士等が相談に応じ、子育てなどのお手伝いを
します。なお、相談時間や方法などは次のとおりです。
　秘密は固く守られます。ひとりで悩まず、安心してお気軽
にご相談ください。

■対象者：子ども本人・保護者・家族・地域住民など、どなたでも可。
■時　間：月～金曜日の午前８時30分から午後５時15分まで（ただし、祝日・年末年始を除く）。
■相談方法：①来所相談…本庁・１階子ども総合相談室（子育て支援課内）
　　　　　  ②電話相談

　　　　　　　相談専用電話　☎㉒0404
■相談内容：•子どもの性格や発達（落ち着きがない・わがまま・しつけのしかたなど）
　　　　　　•学校や保育所など、集団生活での悩み（不登校・友人関係など）
　　　　　　•家族関係の悩み（虐待・DVなど）
　　　　　　•養育に関する相談（保護者の病気・離婚・家出など）
　　　　　　•非行相談（万引き・家出・夜遊びなど）
　　　　　　•障がいがある子どもの養育に関する相談

★このほか、下記の機関でも子どもや子育てなどの相談ができます★

「子ども総合相談室」に関する詳しいことは、
　　　　　　本庁・子育て支援課子ども相談係☎㉓1111内線1407／1408へお尋ねください。

家庭児童相談室（牛深支所内）  

天草中央保健福祉センター（亀場町）  

天草東保健福祉センター（栖本町）  

天草西保健福祉センター（河浦町）  

本庁・社会福祉課障がい福祉係  

ほっとすぺーす
（本庁・〔別館〕学校教育課内）

機　関　名 電話番号 主な相談内容

732111

㉔0620

663355

753301

㉓1111

㉔2773

子ども総合相談室の内容と同じ   

母子保健事業（乳幼児健診・予防接種など）

子どもの発育・発達

子育て  

子どもの発達・障がい福祉サービス   

教育相談（学校、幼稚園に関すること）
就学・進学について、子育て　
友だち関係、いじめ、不登校関係 

相
談
受
付

（気軽に）も  し  も  し

ひとりで悩まず、ぜひご相談ください

『子ども総合相談室』を
　　　　 開設しました


